
・補聴器は不要と言われた

助成の「意見書」を記入してもらった

・聴力レベルが規定に満たなかった

・聴力レベルが障害者手帳
　の対象と言われた

※申請前の購入は対象外です。見積
り取得時に購入しないようご注意く
ださい！！

高齢者難聴補聴器購入費助成事業の流れ 

・河内長野市に住民票があり、実際に住んでいる 

・６５歳以上である 

・住民税が非課税または生活保護世帯である 

・この助成を初めて使う 
対象外です 

身体障害者手帳（聴覚）を持っている 

地域福祉高齢課に相談する 

「申請書」と「意見書」を受け取る 

身体障害者（聴覚）の意見書が書ける耳鼻咽喉科を

受診する 

身体障害者（聴覚）の意見

書を持って、市役所障がい

福祉課へ相談する 

言語聴覚士または認定補聴器技能者が居る補

聴器販売店で、「見積書」を作成してもらう 

「申請書」「意見書」「見積書」を市役所に

提出する（郵送可） 

市役所から「決定通知書」と「請求書」が届

いてから、補聴器を購入する 

補聴器を購入後、「領収書等のコピー」と

「請求書」を市役所に提出する 

市役所から「助成額の決定通知」が届いてか

ら、指定の口座に助成金が入金される 

対象外です 

どれか一つでも

「いいえ」がある 

すべてが「はい」 

持っている 

持っていない 

【お問合せ先】 

メール： 

koureifukushi@city.kawachinagano.lg.jp 

ファックス： 

0721-53-1613 

電話： 

0721-53-1111 

 

地域福祉高齢課 高齢者支援グループ 

市役所障がい

福祉課へ相談

する 


